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水道料金の基本料金の免除について〔第４弾〕

物価高騰による経済的負担を軽減するため、国の交付金を活用し、水道料金の基本料金を

４か月間（２検針分）免除します。（官公署は除く）

なお、超過料金及び下水道使用料等は対象外です。

〈対象期間〉※検針は基本的に２か月に１回行います。〈対象期間〉※検針は基本的に２か月に１回行います。

・偶数月検針地区：令和７年４月、６月検針分

・奇数月検針地区：令和７年５月、７月検針分

・毎月検針の方：令和７年４月～７月検針分

今回の免除について、手続きは不要です。

≪重要≫

検針後に投函又は郵送する「水道使用量等のお知らせ（検針票）」には基本料金の免除後

の水道料金が記載されています。

ご不明な点等がありましたら、以下のお問合せ先までご連絡をお願いします。

【お問合せ先】

杉戸町上下水道課 0480-37-1240

◆裏面もあります◆



水道使用水量等のお知らせ（検針票）の記載例

①①

➁

③

2,948

③

➃

5,808

物価高騰の支援策で、水道基本料金を免除して請求しています。

【記載内容】 【水道基本料金 早見表】

以下の金額が免除されます。

①・・・・・・水道メーターの口径です。

➁・③・・・免除後の金額が表示されています。

➃・・・・・・この記載がある検針分の基本料金

が免除となります。

以下の金額が免除されます。

メーター口径
基本料金
（２か月税込）

１３ｍｍ １，４３０円

２０ｍｍ １，５４０円

２５ｍｍ ３，４１０円

３０ｍｍ ５，１７０円

４０ｍｍ ９，９００円

５０ｍｍ １７，６００円

７５ｍｍ ５１，７００円

※基本料金に含まれている使用水量は２か月につき１０㎥までです。
※詳細については町の広報またはホームページで確認をお願いいたします。

７５ｍｍ ５１，７００円

１００ｍｍ １１０，０００円


